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　心身ともに未成熟な少年が、犯罪、いじめ、児童虐待
などの被害に遭った場合、それによって受ける精神的ダ
メージは大人に比べて非常に大きく、また、大人のように
苦しい心のうちを言葉などで表現して自由に発散する術
を持たないことから、心の傷は大人以上に根の深いもの
となりがちです。
　こうした精神的ダメージにより、問題行動に走るなど、
被害少年の健全な育成に支障を来すケースが多くあり
ます。
　警察では、少年の特性に配意しながら、犯罪などの被
害を受けた少年（被害少年）の精神的ダメージを軽減し、
その立ち直りを支援する活動を推進しています。

　少年の被害時の状況や、精神的ダメージの程度など
を総合的に判断し、被害からの回復のために「継続的な
支援が必要」と認められた場合には、少年や保護者に対
する適切な助言・指導に努めるとともに、関係機関・団体
とも協力しながら、カウンセリングの実施や少年の家庭
環境をはじめとする周囲の環境の調整を行うなど、精神
面・環境面での継続的な支援を行っています。
　こうした活動では、少年の特性･心理に関する知識や
カウンセリングに関する技能を有する少年補導職員が
中心的な担い手となっています。
　また、臨床心理士、精神科医師などの部外専門家を
「被害少年カウンセリングアドバイザー」として委嘱し、
支援を行うに当たって助言を受けながら活動しています。
　さらに、地域におけるボランティアを「被害少年サ
ポーター」として委嘱するなどして、支援を担当する警
察職員と一体となって活動しています。
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4. 各分野における施策

https://www.npa.go.jp/bureau/
safetylife/syonen/annai/index.html

　心身ともに未成熟な少年が、犯罪、いじめ、児童虐待
等の被害に遭った場合、それによって受ける精神的ダメ
ージは大人に比べて非常に大きく、また、少年は大人のよ
うに苦しい心のうちを言葉などで表現して自由に発散す
る術を持たないことから、心の傷は大人以上に根の深い
ものとなりがちです。
　こうした精神的ダメージにより、問題行動に走るなど、
被害少年の健全な育成に支障を来すケースが多くあり
ます。
　警察では、少年の特性に配意しながら、犯罪等の被害
を受けた少年（被害少年）の精神的ダメージを軽減し、そ
の立ち直りを支援する活動を推進しています。

　少年の被害時の状況や、精神的ダメージの程度等を
総合的に判断し、被害からの回復のために「継続的な支
援が必要」と認められた場合には、少年や保護者に対す
る適切な指導・助言に努めるとともに、関係機関・団体と
も協力しながら、カウンセリングの実施や少年の家庭環
境をはじめとする周囲の環境の調整を行うなど、精神
面・環境面での継続的な支援を行っています。
　こうした活動では、少年の特性･心理に関する知識や
カウンセリングに関する技能を有する少年補導職員が
中心的な担い手となっています。
　また、臨床心理士、精神科医等の部外専門家を「被害
少年カウンセリングアドバイザー」として委嘱し、支援
を行うに当たって助言を受けながら活動しています。
　さらに、地域におけるボランティアを「被害少年サ
ポーター」として委嘱するなどして、これらの方と支援
を担当する警察職員とが一体となって活動しています。

　被害少年の悩みごと、困りごと等の相談に適切に対
応するため、各都道府県警察において、少年相談のため
の専用の窓口を設け、面接相談等を受け付けています。
また、相談者がより利用しやすいように、「ヤングテレ
ホンコーナー」等の名称の電話による相談窓口を設け
たり、ファックスやメールでの相談の受理等を進めて
います。
　被害少年やその保護者等から相談があった場合には、
内容に応じ助言その他の援助が行われ、継続的な支援が
必要なものについては、支援担当者に引き継がれます。
　また、他の機関において取り扱うことが適当と認めら
れる場合には、当該機関への引継ぎを確実に行っていま
す。
　面接は、できる限り他人の目に触れず、話し声が聞こ
えないような、相談者が落ち着ける少年相談室等で行わ
れます。
　相談担当者は、相談者が安心して自ら話せるように配
慮し、また、相談者の年齢、性別、性格等に応じ、分かりや
すい言葉で指導・助言を行います。
　このように、相談や支援の担当者は、被害少年の支援に
当たり、その心情に対して十分に配慮するとともに、秘密
を保持しますので、安心して相談することができます。
　また、警察庁では、被害少年等が容易に相談できるよ
う、相談内容等に応じた
相談窓口を案内するウェ
ブサイトを構築し、警
察庁ウェブサイトにお
いて公開しています。

　被害少年の支援は、それぞれのケースについて息の
長い取組が必要です。
　そこで、警察では、少年補導職員を中心とする少年問
題の専門組織である「少年サポートセンター」を全ての
都道府県警察に設置して、よりよい支援活動を実施する
ための組織的な取組に努めています。
　少年サポートセンターを設けるに当たっては、少年や
保護者等に心理的圧迫を与えないよう、警察施設以外
の場所への設置を進めており、警察施設に設置する場合
でも専用の出入口や専用の相談室を設けるなどの配慮
を行っています。
　少年サポートセンターは、都道府県警察本部所在地及
び主要な都市を中心に設置され、被害少年やその保護
者等に対する支援活動を行うとともに、さまざまな角度
から被害少年の立ち直りのための支援を行うため、学校
や児童相談所等の関係機関やボランティアとのネットワ
ークづくりにも取り組んでいます。
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　児童虐待が疑われる事案を認知した場合には、児童の
安全を直接確認し、児童相談所に立入調査や一時保護
の対応を働き掛けたり、迅速かつ的確に事件化措置を
講じたりするなど、被害児童の安全の確保を最優先と
した対応に努めています。

　

　事件として取り扱うべき事案については迅速かつ的
確に事件化しています。

　

● 児童虐待への対応

注：「その他の男性、女性」は、祖父母、伯（叔）父母、父母の友人・知人等で保護者と認められる者。

早期発見と通告

児童の安全の確認及び安全の確保

援助要請への対応

児童の支援

迅速かつ的確な事件化

関係機関との連携強化

●警察から児童相談所に通告した児童数の推移

●加害者と被害者の関係（令和4年）

●児童虐待事件の検挙件数
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●暴力団関係相談件数の推移

犯罪被害者等支援の現状

都道府県センターとの連携

損害賠償請求制度について
～被害者側の立証負担の軽減

● 暴力団犯罪の被害者への対応❸ 暴力団犯罪の被害者等への対応
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　平成20年、暴力団員による不当な行為の防止等に関
する法律の一部改正により、指定暴力団員がその暴力団
の名称を示すなどして資金獲得行為を行うに際して、他
人の生命、身体又は財産を侵害した場合には、その指定
暴力団の代表者等が、これによって生じた損害を賠償す
る責任を負う事が規定されました。
　この規定により、例えば、

●指定暴力団員による恐喝の被害に遭った
●指定暴力団員から要求されたみかじめ料の支払を
　断ったために、暴力行為を受けた

などの被害を受けた場合に、これまでよりも、損害賠償
請求を行う際の被害者側の立証負担が軽減されます。

各種パンフレット等

　平成23年12月、「保護対策実施要綱」を新たに制
定し、暴力団犯罪の被害者や参考人、暴力団等との関
係の遮断を図る企業関係者等の安全を確保するた
め、身辺警戒員を指定して保護対策を強化したほか、
パトロールを徹底するなどして、危害を未然に防止
するよう努めています。
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4. 各分野における施策
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　児童虐待は、人格形成期にある児童の心身に深刻な
影響を及ぼす重大な問題であることから、警察では、児
童虐待の防止等に関する法律の趣旨等を踏まえ、児童
相談所等の関係機関と連携し、児童の安全確保を最優先
にした対応を行っています。

　暴力団犯罪の被害者等は、警察に相談することによっ
て暴力団員から「お礼参り」や嫌がらせを受けるのでは
ないかとの不安を抱いている場合が少なくありません。
　そこで、警察では、こうした犯罪被害者等の安全を確
保しつつ、積極的な被害の申告を促すため、専用電話を
開設するなどして暴力団関係相談の受理体制を整備し、
相談者の不安感が取り除かれるよう助言を行うととも
に、事件検挙、暴力団対策法の規定に基づく中止命令等
の発出、警告等の措置を講じているほか、都道府県暴
力追放運動推進センター（以下「都道府県センター」とい
う。）や各弁護士会民事介入暴力対策委員会等とも連
携しつつ、事案の内容に応じて適切な解決がなされる
よう努めています。
　また、暴力団犯罪の被害者等からの申出に基づいて、

等の援助を行うことにより、暴力団犯罪による被害の回
復を図っています。

　早期発見に努めるとともに、児童虐待を受けたと思わ
れる児童を発見した場合には、確実に児童相談所に通告
しています。

　児童相談所長等から警察署長への援助が要請された
場合は、対応の方法、役割分担等を協議し、事案に即した
適切な援助を実施しています。

　児童相談所等の関係機関との適切な連携と役割分担
の下で、専門職員等による児童のカウンセリング、保護
者に対する指導・助言などを実施しています。

　児童相談所をはじめ、保健医療機関、学校等の関係機
関・団体と緊密に連携し、児童虐待の早期発見と被害児
童の安全確保に努めています。

　都道府県センターでは、警察その他の関係機関等と
の連携の下、暴力追放相談委員として委嘱された弁護
士、少年指導委員、保護司、元警察職員等がそれぞれの
専門的知識、経験を生かして暴力団員による不当な行為
に関する相談に応じるとともに、暴力団員による不当な
行為の被害者等に対する見舞金の支給、暴力団員を相
手取った民事訴訟の費用の貸付け等の事業を行ってい
ます。
　都道府県センターや警察署では、「民暴相談のしお
り」を配布し、その事業内容等を紹介しています。
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